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【ロゴマーク使用の範囲】

• ロゴマークの使用にあたって、事前の使用申請などは求めません。
• 下記の使用例等を参考として、九州中央道 山都中島西IC～山都通潤橋IC 開通に係る周

知促進を目的としてご使用ください。
• 但し、次のような場合には、使用することはできません。

（1）上記の目的から著しく逸脱していると見受けられる場合
（2）法令や公序良俗に反するような方法で使用する場合
（3）特定の政治、思想、宗教、募金等の活動と結びつけて使用する場合
（4）その他、作成者が不適切な使用と認める場合

【ロゴマーク使用の例】

Webサイト、SNS、名刺、ポスター、チラシなど



ロゴマークカラー規定及びサイズ規定
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12mm

【保護領域】 【最小サイズ】
ロゴマークを使用する際は、a/10の幅を保護領域とし、その内側
に他要素が入らないよう配慮してください。

ロゴマークを使用する際は、横幅が12mm以上、デジタルの
場合は95px以上のサイズとなるよう配慮してください。

【カラー規定】



ロゴマーク 望ましくない使用例
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下記に望ましくない使用例を提示しますので、ロゴマーク使用の際の参考としてください。


